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老
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行
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改
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す
る
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則
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長
寿
社
会
対
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課
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保
健
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施
行
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則
の
一
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を
改
正
す
る
規
則
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子
育
て
支
援
課
）

二

�
食
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衛
生
法
施
行
細
則
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一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
生
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衛
生
課
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�
香
川
県
サ
ン
ポ
ー
ト
高
松
交
流
拠
点
施
設
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
に
ぎ
わ
い
創
出
課
）

香
川
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
等
を
定
め
る
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
三
十
二
号

香
川
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
等
を
定
め
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
等
を
定
め
る
規
則

（
平
成
十
二
年
香
川
県
規
則
第
百
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
五
の
項
イ
か
ら
ハ
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ

規
則
第
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
行
為
等
の
許
可

ロ

規
則
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
行
為
等
の
許
可
の
取
消
し
及
び
停
止
の
命
令

ハ

規
則
第
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
承
認

別
表
第
一
の
五
の
項
ニ
か
ら
ト
ま
で
を
削
り
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
二
の
十
七
の
項
中
「
も
の
」
の
下
に
「
（
建
築
物
（
建
築
物
の
部
分
を
含
む
。
）
及
び
公
共
交

通
機
関
の
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
の
十
七
の
項
の
改
正
規

定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
三
十
三
号

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
年
香
川
県
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

、

、

、
第
一
号
様
式
７
中
「老

人
短
期
入
所
事
業

」
の
次
に
「

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業

」
を
加
え
、

「痴
呆
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業

」
を
「認

知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業

」
に
改
め
、

「施
設

」
の
次
に
「

サ

ービ
ス
の
拠
点

」
を
、
「種

類

（
」
の
次
に
「小

規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事

業
及
び

」
を
、
「入

所
定
員

」
の
次
に
「

登
録
定
員

」
を
加
え
る
。

第
二
十
四
号
様
式
６
中
「便

宜

」
を
「介

護
等

」
に
改
め
、
同
様
式
１１
中
「入

所
定
員

」
を
「入

居
定

員

」
に
改
め
、
同
様
式
１２
中
「入

所
者

」
を
「入

居
者

」
に
改
め
、
同
様
式
１４
中
「入

居
一
時
金

」
を
「

老
人
福
祉
法
第
２９
条
第
５
項
に
規
定
す
る
前
払
金

」
に
、
「入

所
者

」
を
「入

居
者

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
号
様
式
７
の
改
正
規
定
（
「

号外７

平 成１８年

３月２８日（火曜日）

規

則

六

特
例
条
例
別

表
第
一
の
三
十

六
の
二
の
項
ネ

の
規
則
で
定
め

る
事
務

香
川
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
規
則
第
三
十
号
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
規
則
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次

に
掲
げ
る
も
の

イ

規
則
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
許
可

ロ

規
則
第
十
八
条
及
び
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
七
）

一
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痴
呆
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業

」
を
「認

知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業

」
に
改
め
る
部

分
に
限
る
。
）
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

母
子
保
健
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
三
十
四
号

母
子
保
健
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

母
子
保
健
法
施
行
細
則
（
平
成
二
年
香
川
県
規
則
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

、

第
六
号
様
式
（
裏
）
（
注
）
６
中
「育

成
医
療
の
給
付

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
三
十
五
号

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
二
年
香
川
県
規
則
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
別
表
第
一
第
七
号
」
を
「
別
表
第
一
の
第
一
の
第
十
一
号
イ
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
一
ト
中
「
別
表
第
一
第
一
号
ロ
、
ハ
及
び
ト
、
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
、
ホ
、
ヘ
及
び
チ
、

第
三
号
ホ
及
び
ヘ
、
第
四
号
ロ
及
び
ハ
、
第
五
号
イ
、
ロ
、
ニ
及
び
ホ
並
び
に
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
」

を
「
別
表
第
一
の
第
一
の
第
一
号
ロ
、
ハ
、
ホ
及
び
ヘ
、
第
二
号
イ
及
び
ハ
か
ら
ト
ま
で
、
第
四
号
、
第

五
号
イ
及
び
ハ
、
第
七
号
、
第
八
号
ロ
、
第
九
号
、
第
十
号
並
び
に
第
十
二
号
、
同
表
の
第
二
の
第
一
号

か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五
号
及
び
第
六
号
並
び
に
同
表
の
第
三
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
一
ニ
中
「
別
表
第
一
第
一
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
及
び
チ
、
第
二
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
及
び
チ
、

第
三
号
ホ
及
び
ヘ
、
第
四
号
、
第
五
号
イ
、
ロ
、
ニ
及
び
ホ
並
び
に
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
」
を
「
別

表
第
一
の
第
一
の
第
一
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
、
第
二
号
イ
か
ら
ト
ま
で
、
リ
及
び
ヌ
、
第
四
号
、
第
五
号
、

第
七
号
、
第
八
号
イ
及
び
ロ
、
第
九
号
、
第
十
号
並
び
に
第
十
二
号
、
同
表
の
第
二
の
第
一
号
か
ら
第
三

号
ま
で
、
第
五
号
及
び
第
六
号
並
び
に
同
表
の
第
三
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
の
一
ヌ
中
「
別
表
第
一
第
一
号
ロ
及
び
ニ
、
第
二
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
及
び
チ
、
第
三
号
ホ
及

び
ヘ
、
第
四
号
、
第
五
号
イ
、
ロ
、
ニ
及
び
ホ
並
び
に
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
」
を
「
別
表
第
一
の
第

一
の
第
一
号
ロ
及
び
ニ
、
第
二
号
ハ
か
ら
ト
ま
で
及
び
ヌ
、
第
四
号
、
第
五
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
、
第
七
号
、

第
八
号
イ
及
び
ロ
、
第
九
号
、
第
十
号
並
び
に
第
十
二
号
、
同
表
の
第
二
の
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
六

号
並
び
に
同
表
の
第
三
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
の
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

公
衆
衛
生
上
講
ず
べ
き
措
置
の
基
準

イ

施
設
及
び
そ
の
周
辺
は
、
清
掃
し
、
常
に
清
潔
に
保
つ
こ
と
。

ロ

条
例
別
表
第
一
の
第
一
の
第
一
号
ロ
か
ら
ト
ま
で
、
第
二
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
、
第
三
号
イ
、
第

四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
、
第
八
号
イ
及
び
ロ
並
び
に
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
同
表
の
第
二

並
び
に
同
表
の
第
三
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

香
川
県
サ
ン
ポ
ー
ト
高
松
交
流
拠
点
施
設
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
三
十
六
号

香
川
県
サ
ン
ポ
ー
ト
高
松
交
流
拠
点
施
設
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
サ
ン
ポ
ー
ト
高
松
交
流
拠
点
施
設
規
則
（
平
成
十
五
年
香
川
県
規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中
「
の
利
用
」
の
下
に
「
の
全
部
又
は
一
部
」
を
加
え
る
。

第
九
条
中
「
財
団
法
人
サ
ン
ポ
ー
ト
財
団
」
を
「
財
団
法
人
高
松
観
光
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
・
ビ
ュ
ー
ロ

ー
」
に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
中
「利

用
に

」
を
「利

用
の
全
部
又
は
一
部
に

」
に
、
「そ

の
他
参
考
と
な
る
事
項

」
を

「一
部
中
止
と
な
る
利
用
施
設
等
の
内
容

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http : //www.pref.kagawa.jp/
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報
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二


